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登山道の規制範囲 

レベル3： 火口から概ね3km以内  

レベル2： 火口から概ね1.5km以内

 （グラウンド火口周辺）   

レベル2： 火口から概ね１km以内

 （避難小屋から上部、

  その他山頂へ通じる登山道）    

：62-2火口（想定火口） 

：居住地域 

この図は地元自治体（美瑛町、上富良野町、新得町）

と調整して作成したものです。

各レベルにおける具体的な規制範囲等については

地域防災計画等で定められていますので、各町に

お問い合わせください。

噴火警報等で発表する

この図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図を使用して作成しています。

■この図は62-2火口※周辺で噴火した場合の

　噴火警戒レベル2（火口周辺規制）及び3

 （入山規制）の規制範囲を示しています。

■レベル2は、活動状況に応じて規制範囲が

　変わります。

■居住地域まで影響が及ぶ場合はレベル4

 （避難準備）・5（避難）となります。

 （但し、十勝岳温泉、吹上温泉はレベル3

 （入山規制）で防災対応が必要）

※1962年に噴火した火口で、現在も活発な噴気
　活動が続いている火口です。
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十勝岳 噴火警戒レベルに対応した規制範囲

十勝岳の

火山災害から身を守るために

●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必
要な防災対応を、レベル１から５の５段階に区分し
たものです。

●各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等
のとるべき防災行動が一目で分かるキーワードを設
定しています（レベル５は「避難」、レベル４は
「避難準備」、レベル３は「入山規制」、レベル２
は「火口周辺規制」、レベル１は「活火山であるこ
とに留意」）。

●対象となる火山が噴火警戒レベルのどの段階にある
かは、噴火警報等でお伝えします。
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